
 9　:00  ～11:30
13:00  ～16:30

受 付 時 間受 付 時 間

※土・日曜日、祝日を除く

　　還付申告のみ受付

　　　　 2/3  月 ～2/14 金

　　※市役所本庁舎の１階ロビーで受付

　　申告・相談の受付

　　　 2/17  月 ～3/17 月

　　

受 付 日 程

受 付 内 容

▼市役所本庁では

●  事業所得（営業・農業・漁業など）、不動産所得、給与

　所得、公的年金などの雑所得、配当所得、一時所得な

　どのある人の申告を受け付けます。

※不動産（土地・建物）、株式などを売却したときの事業所得・

　不動産所得がある人は、収支内訳書の作成・添付が必要です

※譲渡所得は南国税務署へ申告してください

※２５年中に自己の住宅を取得した人が住宅ローン控除を受

　ける場合は申告が必要です

※医療費控除を伴う申告は、事前に領収書の整理、計算をお

　願いします

▼各支所では

各支所の受付日

●  申告期間中、還付申告と給与・年金・雑・一時・配当所得の申告、

　および所得のない人の住民税申告を受け付けます。

●  事業所得（営業・農業・漁業など）のある人の申告は、下記の受付

　日に限り受け付けます。なお、対象者は、自動車などの運転がで

　きず、本庁への来庁が困難な人（おおむね７５歳以上の高齢の人、

　障害のある人など）とさせていただきます。

　　　上記以外の人は、本庁や税務署などで申告してください。

【香我美支所】 ２月２０日（木）・ ２月２１日（金）

【夜 須 支 所】 ２月２５日（火）・ ２月２６日（水）

【吉 川 支 所】 ３月４日（火）・ ３月５日（水）

【赤 岡 支 所】 ３月６日（木）・ ３月７日（金）

● 支所に事業所得の申告をされる人が多数来庁した場合、長時間お

待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

● 事業所得の申告は内容によっては非常に時間のかかる場合があ

ります。事前に関係書類の整理や計算を行っていただくなど、円滑

な申告相談にご協力ください。

▼
南
国
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

南
国
税
務
署
で
は
、所
得
税
、消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告
書
や
収
支
内
訳
書
な
ど
の
提

出
書
類
に
つ
い
て
、ご
自
分
で
作
成
し
、e-

T
a
x
ま

た
は
郵
送
等
で
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め

し
て
い
ま
す
。

　

申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
。

e-

T
a
x（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）の

手
続
き
を
す
る
と
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

直
接
電
子
申
告
も
で
き
ま
す
。ま
た
、贈
与
税
の
申

告
に
つ
い
て
も
e-

T
a
x
で
送
信（
申
告
）す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の「
平
成
25
年
分
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー（
平

成
26
年
1
月
上
旬
公
開
予
定
）
」
お
よ
び

e-

T
a
x
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
は
ご
自
分
で
作
成
し
、e-

T
a
x
ま
た

は
郵
送
等
で
お
早
め
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

　

期
間

　

２
月
17
日
（
月
）
か
ら
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

■
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
期
限

　

３
月
31
日
（
月
）
ま
で

■
贈
与
税
の
申
告
期
間

　

２
月
３
日
（
月
）
か
ら
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

南
国
税
務
署　


0
8
8

-

8
6
3

-

3
2
1
5

税務課
５７-８５０４

問い合わせ 確定申告の受付確定申告の受付

　所得税においても、東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために
必要な財源を確保するため、2.1%の復
興特別所得税が創設されています。
　適用期間は、平成25年分から平成49
年分までの25年間となります。

　東日本大震災を教訓として、地方公共団体が実施する防災・減災のための事業の実施に要する費用の財源を
確保するため、『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置
法』に基づき、平成26年度から平成35年度の10年間、個人の県民税と市民税（合わせて住民税）の均等割額に
復興特別税としてそれぞれ500円ずつ引き上げられます。
　災害に強いまちづくりのための施策に活用するための税額引き上げに、ご理解とご協力をお願いいたします。

防災・減災のための防災・減災のための
住民税均等割額の引き上げについて住民税均等割額の引き上げについて
防災・減災のための
住民税均等割額の引き上げについて
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市民税の均等割額 ３，０００円

１，５００円

４，５００円

３，５００円

２，０００円

５，５００円

５００円

５００円

１，０００円

現行（年額） 増額分（年額） 増額後（年額）

平成２５年度まで 平成２６年度から

県民税の均等割額

合　計

【税率】

【適用期間】
　　平成２６年度から平成３５年度まで（１０年間）

復興特別所得税復興特別所得税についてについて復興特別所得税について

帳簿

５年

５年

７年

保存が必要なもの 保存期間

書類

収入金額や必要経費を記載した
帳簿（法定帳簿）

業務に関して作成した上記以外の
帳簿（任意帳簿）

決算に関して作成した棚卸表その
他の書類

業務に関して作成し、又は受領し
た請求書、納品書、送り状、領収書
などの書類

【帳簿書類の保存期間】

税務職員を装った者からの
不審な電話にご注意ください

　国税局や税務署の職員を名
乗る者からアンケートや年金受
給調査と称して、個人情報を聞
き出そうとする事例が多発して
います。
　不審な電話があった場合に
は、最寄りの税務署にお問い合
わせください。

　給与所得者や年金所得者で還付を受ける

場合は、２月３日（月）から１４日（金）までにお

越しください。２月１７日（月）以降は大変混雑

します。

◎税務署ではすべての所得について申告・相談

　　を受け付けています

※市役所本庁舎（３階第４会議室）で受付

　各支所での受付については、下記を参照

　ください

お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
！

17２０１４.１ 16 ２０１４.１


